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高精細モニタ購入

宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号



 

仕様書 

１ 件  名  高精細モニタ購入 

 

２ 納入場所  大崎市民病院本院     宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号 

 

３ 納入期限  令和７年３月２１日 

 

４ 調達対象物品  

納入場所ごとの数量及び配置予定先については別添のとおりとする。なお，導入，設置，

設定等に要する作業を含むものとする。 

調達品名 数量 

① ２Ｍカラーモニタ（EIZO® ＲａｄｉＦｏｒｃｅ ＭＸ２１７） ４台 

② グラフィックボード（EIZO® ＭＥＤ－ＸＮ５１ＬＰ） ４台 

③ ＲａｄｉＮＥＴＰｒｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ５ 一式 

 

５ 付帯事項 

（１） 導入に関する要件 

ア 本調達におけるモニタ及びグラフィックボードの設置及び設定作業を行うこと。  

イ RadiNETPro は既存データを移行すること。 

ウ グラフィックボードのドライバインストール及び調整作業（複数面モニタ表示の 

設定，導入モニタピクセル数のチューニング等）を行うこと。 

エ 稼働中の電子カルテベンダー，医療用画像管理システム（以下，PACS）ベンダー等

と相談の上，端末にインストール済のモニタ管理システムソフトウェア（EIZO®製）

の初期設定，調整作業（導入モニタの再登録，モニタ管理システムサーバとの接続

確認等）を行うこと。 

オ 稼働中の電子カルテベンダー，PACS ベンダー等と相談の上，端末にインストール

済の PACS の設定及び調整作業（導入モニタの再登録，複数面モニタ表示設定変更

等）を行うこと。 

カ 稼働中の電子カルテベンダー，PACS ベンダー等と相談の上，端末にインストール

済の統合ファイリングシステムの設定及び調整作業（導入モニタの再登録，複数面

モニタ表示設定変更等）を行うこと。 

キ ラベルライター（テプラ等）を用いて機器管理番号のラベルを作成し，貼付するこ

と。 

 



 

（２） 性能・機能以外の要件 

ア 設定及び現場調整に関する要件 

（ア） 高精細モニタのメンテナンス手順書等を発注者に提出すること。 

（イ） 現在設置している機器との交換作業の方法及び工程は，稼働中の電子カルテ

ベンダー，PACS ベンダー等と相談の上，決定すること。 

（ウ） グラフィックボード用ソフトウェアドライバは，稼働中の電子カルテベンダ

ー等とともに正常動作を検証の上，セットアップすること。 

（エ） 上記（ア）から（ウ）までに係る費用については，本調達の費用に含むこと。 

イ 製品保証に関する要件 

モニタメーカーの製品保証期間内に故障，製品不良等が発生した場合における修

理交換及び再設定等の対応と受付は受注者が行うこと。 

 

６ 暴力団等の排除について 

（１） この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１ 

日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，

契約を解除することがある。 

（２） 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ， 

（３） 若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者 

が，排除規則の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を

求めることがある。 

（４） この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」とい 

う。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査

上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この 契約の下請負

若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同

様の措置を行うよう指導すること。なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受

け，適切に警察への通報，捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で，これに

より，履行遅延等が発生すると認められるときは，必要に応じて，工程の調整又は

履行期限の延長等の措置を講じる。 

 

７ その他 

（１） 設置完了までの作業工程及び導入スケジュールは，発注者と協議の上決定し発注 

者に提出すること。 

（２） 撤去した機器は発注者の指定する場所に移動すること。 



 

（３） 受注者は，業務開始前に作業計画書を提出した上で円滑に業務を行うこと。 

（４） 業務実施に当たっては，発注者の執務に障害を与えないように業務を実施するこ 

と。 

（５） 既存の建物，設置物に損害を与えないように業務を実施すること。 

（６） 業務実施に関して疑問が生じた場合は，速やかに発注者と協議すること。 

（７） 作業完了後は，作業完了報告書を提出し，発注者に承認を得ること。 



 

別紙設置箇所一覧 

機種 設置施設 設置箇所 

EIZO® RadiForce MX217 本院 救急診察室 1 

EIZO® RadiForce MX217 本院 救急診察室 2 
EIZO® RadiForce MX217 本院 6 階西病棟 
EIZO® RadiForce MX217 本院 6 階西病棟 
 



１　機器 （単位：円）

No 機　器　名 数量 単位 単価（税抜） 計（税抜） 備考

1 高精細モニタ 4 台

2 グラフィックボード 4 台

3 高精細モニタ管理システム 一 式

4 作業費 一 式

再掲

適用税率　10％

参考明細書

小計

積算額に係る消費税 B A×適用税率

積算額（税込） A+B

積算額（税抜） A　小計


